
令
和
元
年
六
月
二
十
五
日
受
領

答

弁

第

二

二

七

号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
二
二
七
号

令
和
元
年
六
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
松
平
浩
一
君
提
出
米
ク
ラ
ウ
ド
法
と
個
人
情
報
保
護
法
上
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
松
平
浩
一
君
提
出
米
ク
ラ
ウ
ド
法
と
個
人
情
報
保
護
法
上
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
一
項
で

は
、
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
（
以
下
「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
六

項
に
規
定
す
る
個
人
デ
ー
タ
（
以
下
「
個
人
デ
ー
タ
」
と
い
う
。
）
を
第
三
者
に
提
供
す
る
際
に
は
、
原
則
と
し
て
あ
ら
か

じ
め
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
「
法

令
に
基
づ
く
場
合
」
等
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
い
う
「
法
令
」
は
、
我
が
国
の
法
令
に
限
定
さ
れ
る
。

二
に
つ
い
て

外
国
の
法
令
に
関
し
て
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
個
人
デ

ー
タ
を
第
三
者
に
提
供
す
る
際
に
は
、
個
別
の
事
例
に
応
じ
て
、
法
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
デ
ー
タ
の
流
通
・
保
管
等
が
国
境
を
越
え
て
行
わ
れ
る
状
況
」
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
措
置
に
つ
い
て
は
、

政
府
と
し
て
、
個
別
の
状
況
に
応
じ
て
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。


